仕 様 書

１　件名
京都市上賀茂児童館　１階男子便器修繕

２　履行期間
　　契約日の翌日から令和８年８月２１日（金）まで

３　履行場所
　　京都市上賀茂児童館（京都市上賀茂烏帽子ヶ垣内町２４）

４　履行内容
　（１）概要
上賀茂児童館１階男子便器において洗浄機能に不良が起きており、「排水ボタンが固く児童の力では流せない」や「水の流れが悪く、特に便などが流れにくい状況」といった日常的な使用に支障が生じているとともに、令和７年度実施の建築基準法第１２条に基づく点検において要是正との指摘を受けているため、これらの改善を目的として修繕を実施する。
受注者は、機器の調達、設置、動作確認、取扱説明を行うこと。なお、既存機器の撤去、処分も業務内容に含む。
業務の実施に当たっては、多数の児童が日常的に使用する場所であることに留意すること。

（２）詳細
・現状の水圧式フラッシュバルブトイレから、パブリック向けフラッシュタンク式便器で温水洗浄便座付きに改修すること。参考品又は同等以上の性能を有する製品を可とするが、事前に承認を得ること。
　　　（参考品名）
　　　　　TOTO製　床置床排水大便器　CFS498BMKT
　　　　　TOTO製　ウォシュレットＰＳ２Ａ　TCF5534AU
　　・トイレ一式の設置にあたって必要な給水配管工事、電源工事等一切の業務を含むこと。
　　・工事完了後は通水試験及び動作確認を実施し、正常に使用可能な状態で引き渡すこと。
　　・既設便器・便座の取り外し、撤去、処分の業務を含み、工事に伴い発生する撤去材及び廃材は受注者の責任において関係法令に基づき適正に処分すること。
　　・撤去等に伴い床・壁等の補修及び復旧が必要な場合はこれらの業務を含むこと。
　　・業務履行にあたっては施設利用者及び職員の安全確保に十分留意し、必要な養生及び安全対策を講じること。また、作業終了後は清掃を行い、施設運営に支障がない状態で引き渡すこと。
・引渡し後１年以内に施工不良に起因する不具合が生じた場合は、受注者の負担で速やかに
是正すること。

５　留意事項等
　・見積書作成にあたっては原則、現地確認を実施してください。
現地確認実施は必ず事前に児童館に日程調整の上、実施してください。
＜下見連絡先＞
　　　　京都市上賀茂児童館　館長　井上（TEL：７０６－８５２４）
　・仕様内容や見積合わせの実施について質問がある場合は、下記までお問い合わせください。
　　　＜問い合わせ先＞
　　　　京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課　藤田、簑内
（TEL：２２２‐３９８７）
・見積書には、使用する資材の品名・品番を記載してください。
・業務実施日は、契約後、速やかに日程調整することとします。
・業務実施時は改修前後の写真を撮影し、完了報告書とともに提出してください。
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